
西脇市駅～谷川駅間の通学定期券代を補助します

加古川線（西脇市駅～谷川駅間。以下同じ。）を含む通学定期券を購入する費用の一部を補助
します。

★補助金の要件
〇補助対象となる通学定期券
市内に住所を有する学生（中学生以上）が使用する通学定期券で、その区間に加古川線
を含むもの

○補助対象となる方
補助対象となる通学定期券を購入する方

○補助対象となる経費
・通学定期券の区間の全部が加古川線であるものを購入する場合
⇒通学定期券の購入に要する費用

・通学定期券の区間の一部が加古川線であるものを購入する場合
⇒通学定期券の購入費のうち、加古川線の区間の通学定期券の購入に要する費用相当額

(例)黒田庄駅～粟生駅の通学定期券を購入する場合：黒田庄駅～西脇市駅間の通学定期券を
購入する費用相当額が対象

○補助金の額
補助対象となる経費の２分の１（100円未満切捨て）

○申請方法
①交付申請書に、所定の添付書類※を添えて、提出してください。
②市から交付決定を受けた後、請求書を提出してください（要押印、口座番号）。

※申請者の本人確認書類の写し、在学を証明する書類の写し、通学定期券の写し

★Ｑ＆Ａ
Ｑ．いつ申請すればいいの？
Ａ．補助対象となる通学定期券の購入後に申請してください。年度内に複数回購入される方

で、申請を一回で済ませたい方は、年度内全ての定期券を購入後、３月末日までにまと
めて申請してください。

Ｑ．西脇市駅～谷川駅間を含まない通学定期券は対象にならないの？
Ａ．西脇市駅～谷川駅間の利用促進を目的とした補助制度のため、対象になりません。

Ｑ．通学定期券はどこで買えるの？
Ａ．新規、進級・進学時の購入：「みどりの窓口」設置駅（近隣では谷川駅、加古川駅）

同一学年内の継続分の購入：西脇市駅（券売機） ※いずれも令和５年４月時点

★問合せ先
西脇市都市経営部まちづくり課
0795-22-3111



申請書の記入例

※申請書の提出後、市から交付決定を受けた方は、請求書の提出が必要です。
原則として、補助金の振込先は申請者と同一名義の口座となりますが、これによらない事情がある
場合（申請者が18歳以上の学生で、親権者の口座に振込を希望する場合等）はご相談ください。

①申請日
対象となる定期券の購入後の日付として
ください。年度内に複数回購入される方
で、申請を一回で済ませたい方は、年度
内全ての定期券を購入後、３月末日まで
に申請してください。

②申請者
定期券を使用する学生が18歳以上の場合
は学生本人が、18歳未満の場合は学生の
保護者が申請者となります。

③誓約事項
誓約事項の各項目に該当しないことを確
認の上、申請してください。

➃交付申請額
・定期券の区間の全部が加古川線の場合
定期券の購入金額の２分の１

・定期券の区間の一部が加古川線の場合
定期券の区間のうち、西脇市～谷川間
の区間の定期券を購入する場合の金額
の２分の１

※いずれも100円未満切捨て
※各区間の定期券の金額については、申請時
に窓口でお尋ねください。

⑤定期券の使用者
記入例を参考にご記入ください。
定期券の使用者が申請者と同じ場合は、
住所・氏名・続柄の記入は不要です。

⑥定期券の内容
購入した定期券の内容をご記入ください。

⑦他の補助金等の状況
内容を確認の上、✓をご記入ください。
申請書に記載の定期券代について、他の
補助金等により給付や補助を受けている
場合、この補助金の対象とはなりません
のでご注意ください。

⑧添付書類
申請書に添付の上、提出してください。
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